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業務管理体制の整備

平成２０年の介護保険法改正により、平成２１年５月１日から、介護サービス事業者には、法令遵守等

の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。介護サービス事業者が整備すべき業務管理
体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設（以下「事業所等」といいます。）の数に応じて定め
られています。

１００以上
（大規模事業者）

２０以上１００未満
（中規模事業者）

２０未満
（小規模事業者）

法令遵守責任者の選任法令遵守責任者の選任法令遵守責任者の選任

法令遵守マニュアルの整備法令遵守マニュアルの整備

法令遵守に係る監査

業務管理体制整備の内容

指定又は許可を受けている事業所数

※事業所数は、指定又は許可を受けたサービス種別ごとに１事業所と数えます。（みなし事業所を除く）

都道府県知事③ ①及び②以外の事業者

市町村長② 地域密着型サービス（予防含む）のみを行う事業者で、指定事

業所が同一市町村内に所在する事業者

厚生労働大臣（一部、地方厚生局長に委任）① 指定事業所又は施設が二以上の都道府県に所在する事業者

届 出 先区 分

届出先



【法令等遵守※１態勢※２の概念図】

方針の策定

規程・体制
の整備

評価・改善

【事業所数１００以上の事業者】

○法令遵守責任者の選任

○法令遵守規程の整備

○法令遵守に係る監査の実施

【事業所数２０以上１００未満の事業者】

○法令遵守責任者の選任

○法令遵守規程の整備

【事業所数２０未満の事業者】

○法令遵守責任者の選任

〈 事業者自らの取り組み 〉 〈 法令による義務付け 〉

※１ 法令等遵守とは、単に法令や通達のみを遵守するのではなく、事業を実施する上で必要な法令の目的（社会的要請）や

社会通念に沿った適応を考慮したもの。

※２ 「態勢」とは、組織の様式（体制）だけでなく、法令等遵守に対する姿勢や体制づくりへの取組みを指している。



業務管理体制の整備に関する届出

新規に業務管理体制を整備した介護サービス事業者は、「第１号様式」【介護保険法第115条の32
第２項（整備）又は第４項（区分の変更）に基づく業務管理体制に係る届出書】を用いて関係行政機関
に届け出る必要があります。

業務が法令に適合することを確保
するための業務執行の状況の監
査の方法の概要

指定・許可の事業
所・施設数が１００以
上の事業者

業務が法令に適合することを確保
するための規程の概要

指定・許可の事業
所・施設数が２０以
上の事業者

法令遵守責任者の氏名及び生年
月日全ての事業者

事業者の名称又は氏名及び主た
る事務所の所在地並びにその代
表者の氏名、生年月日、住所及び
職名

全ての事業者

届出する事項対象の事業者
指定事業所又は施設が二以
上の都道府県に所在する事
業者

① 三以上の地方厚生局管轄
区域に所在する事業者

② 二の厚生局管轄区域（この
場合、所在する事業者の主た
る事業展開地域を管轄する厚
生局）及び当該厚生局管轄区
域に所在する事業者

地域密着型サービス（予防含
む）のみを行う事業者で、指
定事業所が同一市町村内に
所在する事業者

上記以外の事業者

届出

【届出先区分】 【届出先】

厚生労働省
老健局

地方厚生局

市町村

都道府県

※届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。



事業所等の数え方
及び届出の受付窓口

【業務管理体制の整備に関する届出の受付窓口一覧】【介護サービス事業者の業務管理体制整備の届出にあたって
の注意事項】



業務管理体制の整備に関する届出事項等の変更

① 業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更により、届出先区
分の変更が生じた場合

→ 「第１号様式」【介護保険法第115条の32第２項（整備）又は第４項（区分の変更）に基づく業務管理体制に係る届出書】
※区分変更前と区分変更後の行政機関にそれぞれ届け出が必要です。

② 業務管理体制を届け出た後、届け出た事項に変更があった場合

→ 「第２号様式」【介護保険法第115条の32第３項に基づく業務管理体制に係る届出書（届出事項の変更）】

１．法人種別、名称（ﾌﾘｶﾞﾅ）

２．主たる事務所の所在地、電話、FAX番号
３．代表者氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、生年月日

４．代表者の住所、職名

５．事業所名称等及び所在地

６．法令遵守責任者の氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）及び生年月日

７．業務が法令に適合することを確保するための規程の概要

８．業務執行の状況の監査の方法の概要

変更の届出が必要な事項

③ ①の届出先区分の変更に併せて、②の整備する業務管理体制の内容が変更された場合

→ 「第１号様式」【介護保険法第115条の32第２項（整備）又は第４項（区分の変更）に基づく業務管理体制に係る届出書】

※「５ 事業所名称等及び所在地」については、みなし事業所を除いた事業所等の指定や廃止等により事業所等の数に変更が生じ、整備する業務管理体制
が変更された場合にのみ届出が必要になります。

※「７ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要」及び「８ 業務執行の状況の監査の方法の概要」について、規程の字句の修正等体制に影
響を及ぼさない軽微な変更は、届出の必要はありません。



業務管理体制に係る届出書
【第１号様式】 【第２号様式】



業務管理体制の確認検査

【検査の種類】

○一般検査

届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するために実施。

○特別検査

指定介護サービス事業所の指定取消処分相当事案が発覚した場合に実施。

【検査の実施方法】

○書面検査

所定の報告様式への記載及び関係資料を書面で報告させる方法。

○実地検査

事業者へ出向きヒアリング形式による方法。



一般検査
【一般検査の実施について】
介護保険法第115条の33に基づき、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するた
め、定期的（概ね６年に１回）に確認検査（一般検査）を実施することとしています。
（主な確認内容）
① 業務管理体制の全体像（方針策定、内部規程、組織体制の整備、評価改善活動の状況）
② 法令遵守責任者の役割及びその業務内容
③ 業務が法令に適合することを確保するための規程の内容
④ 業務執行の状況の監査の実施状況及びその内容
（注）③、④については、該当する事業者。

（実施方法）
確認検査（一般検査）は、対象となる事業者に対し届出事項の内容について確認ができる書類の提出を求
める書面検査の方法により実施します。
※届出に不備や不明瞭な事項が認められた場合には、法令遵守責任者に出頭を求め、運用状況を聴取し、必要に応じて改善
を求めることもあります。
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【介護サービス事業者の業務管理体制の確認検査実施要領】



【別紙様式１（一般検査実施通知）】



【業務管理体制の整備に係る一般検査調査票】


